
183-衆-外務委員会-12号 平成 25年 06月 21日    

 

○笠井委員  

（・・・略・・・） 

 

残された時間ですが、今週の衆議院本会議でイラクとの投資協定が可決をされましたが、

この際、岸田大臣のイラク戦争に関する考え方を確認して伺っておきたいと思います。 

 昨年十二月に、前民主党政権のもとで、外務省は、「対イラク武力行使に関する我が国の

対応（検証結果）」というのを報告しております。その中で、この検証作業というのは、日

本政府が米英等の武力行使を支持したことの是非について検証の対象とするものではないと

いうことを前提としておりますけれども、岸田大臣もこの対応を引き継ぐという立場でしょ

うか。 

 

○岸田国務大臣 御指摘のように、二〇〇三年のイラク戦争につきましては、昨年十二月に、

外務省として検証を行い、その主なポイントを発表させていただきました。 

 事後的に言えば、イラクの大量破壊兵器が確認できなかったとの事実については厳粛に受

けとめる必要があると考えておりますし、その発表で指摘されております情報収集・分析能

力の強化、こうした外交力強化に向けた課題についてはしっかり取り組んでいきたいと存じ

ます。 

 そして、イラク戦争後の復興支援について、我が国の取り組みについては、イラク政府、

国民から高い評価を得ていると認識をしております。 

 こうした状況の中で、さらなる検証等は考えていないというのが現状であります。 

 

○笠井委員 伺いたいのは、日本政府が米英等の武力行使を支持したことの是非については

なぜ検証の対象としないんですか。 

 

○岸田国務大臣 我が国が武力行使を支持するに至った当時の問題の核心は、クウェートを

侵攻して国際社会の信用を失っている中で、査察への協力を通じて大量破壊兵器の破棄をみ

ずから証明すべき立場にあったイラクが、即時無条件の査察受け入れを求める安保理決議に

違反をし続け、そして、大量破壊兵器が存在しなかったことをみずから積極的に証明しなか

った、ここが核心であると考えています。 

 外務省としては、そういった点も踏まえた上でこの検証を行ったわけでありますし、政府

としてさらなる検証を行うことは考えていないという現状にあります。 

 

○笠井委員 核心というように問題をちょっとそらして言われたんだけれども、十年前のイ

ラク戦争開戦当時の小泉首相が、大量破壊兵器の存在と国際テロ組織アルカイダとの関係と

いうアメリカの言い分がありましたが、それをそのまま受けてというか、うのみにしてとい

うか、開戦を支持して自衛隊を派遣して、米軍によるイラク占領を支援したということは明

確だと思うんですね、経過から見ると。 

 岸田大臣も先ほど、結果的にイラクの大量破壊兵器が確認できなかったという事実につい

ては事後的に厳粛に受けとめなければならないというふうに言われました。つまり、そうい

う確認なしにイラク戦争を支持して自衛隊を派遣したということは認めるんですね。 



○岸田国務大臣 先ほども申し上げたように、事後的に言えば、イラクの大量破壊兵器が確

認できなかったとの事実については、厳粛に受けとめる必要があると考えております。 

 

○笠井委員 要するに、確認なしに支持をして派遣したということであります。 

 先ほど、核心はと言って、みずから証明すべき立場にあったイラクがという話を言われて、

積極的に証明しなかったんだと言われたけれども、そらしちゃいけないと思うんですよ。日

本として主体的に確認せずに支持して派遣したわけですね、結果的に、事後的にという話で

ありましたけれども。その根拠、大義が事後的には事実でなかったことがはっきりしたわけ

で、そのことがいいことだったと思うのか、あるいは、よくなかった、問題だったとは思わ

ないんですか。その点はいかがですか。 

 

○岸田国務大臣 先ほども申し上げたように、事実については厳粛に受けとめた上で、発表

等で指摘されているさまざまな外交強化に向けた課題についてしっかりと取り組んでいく、

この点が我が国にとって大変重要だと考えますし、その方針で取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 

○笠井委員 事実を受けとめたら、その事実がなかったのに支持したわけですから、派遣し

たんだから、そのためにも検証が必要だと思うんですよ。 

 イラク戦争の大義とされた大量破壊兵器保有情報の誤りについて、当時のブッシュ米大統

領自身も、大統領在職中の最大の痛恨事というふうに述べました。ところが、外務省の報告

書でも、大量破壊兵器が存在しないことを証明する情報を外務省が得ていたとは確認できな

かったということで、戦争の根本的な問題を曖昧にしたままであります。 

 二〇〇七年五月のイラク特措法延長の際の附帯決議というのがありますが、ここでも、「イ

ラク戦争を支持した当時の政府判断について検証を行う」としているわけであります。これ

が、政権交代があってもいずれも行ってこなかったわけでありますから、日米両政府の武力

行使を支持したことの是非を含めて、そうした附帯決議も受けてイラク戦争の徹底総括、検

証をやるというのは、これは国会から言われているわけですから、政府として、外務省とし

て当然やるべきことじゃないんですか。 

 

○岸田国務大臣 そういった指摘もあるので、昨年十二月、検証を行い、そして検証のポイ

ントを発表したと認識をしております。ぜひ、ここで指摘された外交課題について、我が国

として今後適切に取り組んでいきたいと思っております。 

 

○笠井委員 その指摘というのは当時の政府判断についての検証なわけで、そこのところを

そらして、やらずにということではだめだと思うんですよ。 

 イラク戦争は、武力行使の根拠となる国連安保理決議もなくて、国連憲章の平和のルール

を踏みにじった上に、大義とされた大量破壊兵器も存在しなかった。だから、ブッシュもブ

レア元イギリス首相も、間違った戦争ということを事実上認めざるを得なくなって、国際社

会は、大義なき侵略戦争だと言っているわけであります。唯一反省がないのが日本政府であ

ります。 

 そういう点では、最近のシリア問題など、今後の日本外交の対応が問われる今こそ、この

問題でもきちっと検証と反省が必要だ、このことを重ねて指摘して、質問を終わります。 


